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基本施策 目標の実現に向けた取組内容

地域コミュニティの強化

ボランティア・市民活動の推進

協働のまちづくりを実践する市職員の育成

地域の多様な主体との連携・協働によるまちづくりの推進

協働の仕組みづくりの充実

人権尊重意識の醸成

平和意識の醸成

多文化への理解促進

外国人住民へのサービス向上の支援

ジェンダー平等の取組の推進

相談機能の充実

広報の充実

暮らしの相談の充実

積極的な情報公開の推進

行政手続のオンライン化の推進

行財政改革の推進

行政課題に対応しうる人材の確保と育成

広域行政の推進

庁内のデジタル化の推進

公共施設の量と質の適正化

１-３-３

子どもの権利が守られる社会の構築

子どもが安心して過ごし、育ち学べる場所の確保

子どもの自立支援や社会参加の推進

子どもが健やかに育つ環境づくり

悩みを抱える子どもが相談できる体制の充実

子どもの最善の利益の実現

子育て家庭の状況に応じた伴走型支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる包括的かつ継続的な支援

地域における児童の発達支援の充実

子育て支援団体などへの支援及び連携

多様な保育ニーズへの対応

保育環境の充実

待機児童への対応

主体的に学ぶ力を育む学習内容の充実

学校教育環境の向上

個に応じた教育の充実

教育相談機能の充実

学校・家庭・地域の連携支援

家庭教育に関する学びの機会の充実

関係機関や団体・地域との連携強化

地域の特性を活かしたコミュニケーションの場の創出

地域福祉を支える人材育成

福祉に関する相談体制の充実

西東京市版地域包括ケアシステムの推進

介護サービスの充実と介護予防の推進

認知症の方とその家族への支援の充実

住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みづくり

障害や障害のある人に対する理解の促進

新たなニーズや変化に対応するための福祉サービスの整備

生活の安定と自立のための幅広い支援

国民健康保険制度の健全な運営

高齢者の医療保険制度の健全な運営

介護保険制度の健全な運営

市民の主体的な健康づくりの支援

生涯にわたるライフステージに応じた健康づくりの支援

地域医療連携体制の充実

「健康」応援都市の実現

心の健康づくりの支援

高齢者の社会参加への支援

フレイル予防の推進

障害のある人の特性に応じた多様な社会参加の促進

障害のある人の雇用・就労の促進

基本目標 施策

１-１　一人ひとりが
力を発揮できるまちを
実現するために

１-１-１ 市民主体のまちづくりの推進

協
働
・
行
財
政

みんなで
つくるまち

１-３　市民のニーズ
に応え、持続発展する
自治体であるために

※デジタル田園都市国家構想に基づく、デジタル技術の活用に関する施策を新設予定。

１-１-２ 協働のまちづくりの推進

１-２　誰も取り残さ
ない、多様性のある社
会を実現するために

１-２-１ 人権と平和の尊重

１-２-２ 多文化共生の推進

３-２-１ 健康づくりの推進

１-２-３ ジェンダー平等社会の推進

１-３-１ 開かれた市政の推進

１-３-２ 持続可能な自治体の経営

２-３-１ 学校教育の充実

２-３-２
学校と地域の連携による教育力の
向上

２-２-１ 子育て支援の充実

２-１-２ 子どもの育ちの支援

子
ど
も
・
教
育

子どもが
健やかに
育つまち

２-１　子どもがのび
のびと成長していける
ために

２-１-１ 子どもの権利の尊重と参画の推進

幼児教育・保育の充実

２-３　子どもが生き
る力を身につけるため
に

２-２-２

２-２　健やかに子ど
もを産み育てられるた
めに

健
康
・
福
祉

笑顔で
心豊かに
暮らせる
まち

３-１　人や地域とつ
ながり、安心して暮ら
し続けられるために

３-１-１ 地域福祉の推進

３-２-３ 障害者の社会参加の推進

３-２-２
高齢者の社会活動や生きがいづく
りの充実

３-１-３ 障害者福祉の充実

３-１-４ 社会保障制度の運営

３-１-２ 高齢者福祉の充実

３-２　いつまでも健
康で元気に暮らすため
に
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基本施策 目標の実現に向けた取組内容基本目標 施策

みどりを保全する仕組みの形成

農地の保全につながる取組の推進

公園の適切な維持管理

公園・緑地の充実

身近なみどりの創出

みどりの質の向上

市民、事業者、行政の環境を大切にする意識づくり

公共施設から排出される温室効果ガスの削減

市内から排出される温室効果ガスの削減

４-２-２ 循環型社会の構築 ごみの発生抑制・再使用・再生使用及び廃棄物処理対策の推進

大気汚染などの公害の防止

まちの美化の推進

身近にみどりが感じられる美しいまちなみづくりの推進

駅周辺や各地域の特性に応じた特色のあるまちづくりの推進

要配慮者の住まいの確保の支援

誰もが利用しやすいまちづくりの推進

良好な住環境の保全・形成の推進

道路ネットワークの充実

道路等の適切な維持管理

体系的な交通網整備の推進

歩行者、自転車、車が共存するまちづくりの推進

移動支援のあり方の検討

防災基盤の整備の推進

災害時の協力体制の確保

雨水溢水対策の充実

耐震化対策の促進

市民と連携した防犯体制の強化

市民と連携した交通安全の推進

消費者トラブルの未然防止

農業経営の促進と農地保全

都市農業の魅力向上と理解促進

多様な商工業の振興

産学公連携の推進

地域労働環境の向上

起業・創業に対する支援や環境整備の推進

女性の多様な働き方の実現に向けた支援

地域資源の利活用の検討

水とみどりを活かしたまち歩きの推進

内外に向けた情報発信の強化

自主的な生涯学習活動の支援

公民館における学習機会の提供

市民ニーズに対応した図書館環境の充実

気軽に身近でスポーツに参加できる機会の充実

スポーツを通じた地域活性化の促進

誰もが参加できるスポーツの推進

文化芸術活動の充実

文化財の保存・活用

み
ど
り
・
環
境

環境に
やさしい
持続可能な

まち

４-１　身近に自然を
感じ、触れ合えるため
に

４-１-１ みどりの保全・活用

４-１-２ みどりの空間の創出

４-２　持続可能な環
境に配慮した社会を確
立するために

４-２-１ ゼロカーボンシティの推進

４-２-３ 生活環境の維持

６-２　地域性を活か
して人が集う魅力的な
まちになるために

６-２-１ まちの魅力の創造

５-２-２

産
業
・
学
び
・
文
化

活気と魅力
あふれる
まち

６-１　まちの産業が
活力を発揮し活躍する
ために

６-１-１ 産業の振興

５-２　安全・安心な
まちづくりと暮らしの
ために

５-２-１
災害や地域の危機に強いまちづく
りの推進

都
市
基
盤
・
安
全

安全・安心で
快適に

暮らせるまち

５-１　快適で魅力的
な都市空間で暮らすた
めに

５-１-１

６-３　多様な学びと
文化・スポーツが息づ
くために

６-３-１
生涯学習環境の充実と主体的な学
びの支援

６-３-２
生涯スポーツ・レクリエーション
活動の推進

６-３-３ 文化芸術活動の振興

住みやすい住環境の整備

交通安全・防犯等の推進

５-１-２ 体系的な道路網の整備

６-１-２ 起業・創業支援の充実

５-１-３
人と環境にやさしい交通環境の整
備


